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第211回 通常国会
議院運営委員会
 2/21 （検査官の任命同意に関する件）会計検査院の在り方を問う
 2/28 （日本銀行副総裁の任命同意に関する件）日銀副総裁候補から所信を聴取

予算委員会

 3/24 （令和五年度一般会計予算、令和五
年度特別会計予算、令和五年度政
府関係予算、三案一括及び岸田内
閣の基本姿勢に関する集中審議）

創薬イノベーションと医薬品の 
安定供給について岸田総理大臣に質問

 3/27 「年収の壁」について岸田総理大臣に質問

厚生労働委員会

 3/30
（駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時
措置法の一部を改正する法律案及び戦没者等の妻に対する特別給付金支給法等の一部を
改正する法律案）駐留軍基地の労働課題と日ロ間の漁業協定を問う

 4/13 （社会保障及び労働問題等に関する調査）厚生労働大臣に薬価制度の政府対応を質す
 4/25

（全世代対応型の持続可能な社
会保障制度を構築するための健
康保険法等の一部を改正する
法律案）

かかりつけ医機能について質問

 5/  9 「年収の壁」について岸田総理大臣、
厚生労働大臣に質問

 5/11 出産育児一時金の費用、かかりつけ医機能など、 
賛成の立場から討論

 5/16 （社会保障及び労働問題等に関する調査）
第14次労働災害防止計画に係る林業、運送業、医療・介護、化学等の対策強化を問う

 5/25 （国立健康危機管理研究機構法
案及び国立健康危機管理研究機
構法の施行に伴う関係法律の整
備に関する法律案）

感染症対策の新たな政府司令塔機能を質す

 5/30 引き続き、政府の感染症危機管理機構について
質問

 6/  1 （社会保障及び労働問題等に関する調査） 
介護職員の人材確保、次期基本指針策定にむけ論戦戦

内閣委員会、厚生労働委員会連合審査会

  4/18 （新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律案）
新型コロナウイルス感染症について、これまでの政府対応を質す

消費者問題に関する特別委員会

  4/14 （消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査・消費者行政の基本施策）
カスタマーハラスメント、適正な価格転嫁等について河野大臣に質問

  4/28 （不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律案）
河野大臣にステルスマーケティング規制の主旨を質す

本会議

  6/  5
（デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法
の一部を改正する法律案）
デジタル規制改革推進一括法案について本会議登壇、質疑

6123 21
2023年

各委員会・本会議での質疑に関してのご報告
所属 ： 議院運営委員会、厚生労働委員会、消費者問題に関する特別委員会
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議院運営委員会
（検査官の任命同意に関する件）
会計検査院の在り方を問う

2 21
2023年

議院運営委員会
（日本銀行副総裁の任命同意に関する件）
日銀副総裁候補から所信を聴取

228
2023年

第211回国会（通常国会）最初の質疑に立ちました。
政府関係機関の長をはじめとする要職の任命に

は、国会の同意が必要となります。本日は会計検
査院の検査官に就任予定の挽文子氏（一橋大学大

学院教授）の所信に対して質問を行いました。
挽氏は管理会計・原価計算がご専門ということ

で、この原価計算が国の会計検査の中でどのよう
に活かせるかお尋ねしました。

検査の実施方法が事業の目的達成に適切なも
のとなっているか。また、非付加価値活動は行
政サービスを受ける側の観点から見て価値があ

るかというようなか
たちで用いられると
いったご説明があり
ました。

また、会計検査院に
は実地検査という、実

日銀正副総裁の任期が４月に迫る中、今国会の
同意人事の中でも最も注目されている正副総裁人
事の内、副総裁候補のお二人の所信に対する質疑
を行いました。

午前中は日本銀行で政策立案の要である企画局
長などを歴任してきた、内田氏に対する質問に立
ちました。日銀職員としてこれまでの金融政策を
担ってきた立場から、異次元の金融緩和をはじめ
とする、これまでの施策の課題は何だったのか答
弁を求めました。

また、政府・日銀の共同声明に沿って日銀はこ
れまで金融緩和策をとってきた一方で、政府の取

際に検査の対象とな
る場所に検査員が赴
く業務があります。
育児や介護当事者の
職員にとっては働き
やすいとは言い難
く、デジタルの活用など新たな会計検査の在り
方を模索してはどうかと尋ねました。

挽氏からは、実地検査は会計検査院に認めら
れた大きな権限であり、在庁検査だけでは限界
があることから非常に重要との認識のもと、一
方でZOOM会議の活用をはじめ長期出張できな
い職員にも有効だとの認識を示しました。

大学で学生に分かりやすく講義をするような
明瞭な答弁に就任後の期待感を抱きつつ、最後
に分かりづらい検査院のHPの見直しを要望して
質問を締め括りました。

り組みは十分だったのか、日銀側として求めるこ
とは何かを尋ねました。

内田候補者からは、共同声明にある２％の物
価目標はあくまでも日銀の責任とした上で、生
産性の向上が物価の安定には必須であり、政府
との対話の中でもしっかりと求めていきたいと
発言がありました。

午後は前金融庁長官の氷見野氏に質疑を行いま
した。金融庁長官時代、コロナ禍のなかで地域銀
行の頭取らと頻繁にオンライン会議を実施し、地
方経済の実情把握に積極的に務めてきたことか
ら、こうした取り組みを日銀副総裁になってからも
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予算委員会
（令和五年度一般会計予算、令和五年度特別会計予算、令和五年度政
府関係予算、三案一括及び岸田内閣の基本姿勢に関する集中審議）
創薬イノベーションと医薬品の 
安定供給について岸田総理大臣に質問

324
2023年

NHK中継入りの予算委員会で岸田総理に質問
をしました。

薬が患者に届かなくなっています。それもド
ラッグストアで販売している一般薬ではなく、薬
局などで調剤される処方薬です。

原因は、引き下げられ続ける薬価の影響で、製
薬メーカーは新薬の開発費を確保できず、後発品
メーカーもただでさえ低い薬価の製品を、赤字状

態で社会的責任のもと作り続けているからです。
すでに、薬価措置として皆保険の枠組みの中で

製薬産業を支援することは既に限界にきています。
岸田総理には、社会保険の外で支援する、所管

省庁すら厚労省から切り分けて、他の製造業と同
じく経産省に移管して支援してはと提案しました。

また、薬がない供給不安、出荷調整の現状を解
決するためには、メーカーや卸の生産・出荷情報
だけでなく、薬局や医療機関側の在庫も把握しな
ければ、実際に今のコロナのような緊急事態で
は、解熱剤が大幅に不足した状況に対応できない
と質しました。

総理と加藤厚労大臣からは、製薬産業を支援す
る枠組は大事であること、また在庫状況把握の必
要がないとは考えていない旨答弁がありました。
しかし、いずれも提案に対しても真向から回答は
得られませんでしたので、引き続き厚生労働委員
会の場で詳しく質問していきたいと思います。

活かしていくかを尋ねました。氷見野候補者から
は地域銀行のみならず地域経済を担っているプレ
イヤーの方々と、機会をいただけるなら対話を継

続していきたい旨意向が示されました。
また、マイナス金利政策の負の側面として、金

融機関の金利収益を棄損することによる経営への
影響が上げられます。この点の評価について尋ね
たところ、貸し出し競争によって利ザヤが消えて
しまった点など仲介機能への悪影響を認めたうえ
で、それでも緩和政策によるプラス効果が上回っ
ていることから、当面の金融緩和の継続が必要だ
と答弁がありました。

いずれの候補も実務方としてのキャリアを活か
し、日銀新体制をしっかりと支えていくことを期
待したいと思います。



4

予算委員会
（令和五年度一般会計予算、令和五年度特別会計予算、令和五年度政
府関係予算、三案一括及び岸田内閣の基本姿勢に関する集中審議）

「年収の壁」について岸田総理大臣に質問

327
2023年

先週に引き続き、予算委員会の集中審議で質疑
に立ちました。本日は「年収の壁」問題について
岸田総理に質問しました。

全国の559万人もの労働者が、年収を一定以内
に抑えるための就業調整、年収の壁に直面してい
ます。大きく３つの制度が原因にあります。１つ
目は企業の配偶者手当の収入要件による103万円
の壁、２つ目は社会保険料が発生する106万円・
130万円の壁、３つ目は配偶者特別控除が満額受
けられなくなる150万円の壁です。

多分野にまたがる年収の壁を解消するには、総
理がリーダーシップを持って各種制度改革を決断
するしかありません。いま改革が求められてい
る、社会保険適用拡大の企業規模要件の撤廃、第
３号被保険者制度の見直しについて、いつまでに
結論を出すのか総理の決断を求めました。

岸田総理は、企業規模等にかかわらず被用者
には被用者保険を適用するのが原則であり、中
小企業等の負担に配慮しながら段階的にスケ
ジュールを示して進めていくと答弁しました。
続けて加藤厚生労働大臣からは、第３号被保険
者制度の見直しについて、平成27年の年金部会

で縮小の方向性は確認しており、まずは適用拡
大を進めつつステップを踏んで答えを出してい
く旨答弁しました。

政府は社会保険の106万円の壁を越えても手取
り逆転させない助成策の導入を発表しています
が、その保険料を穴埋めするのも結局は税金・保
険料を負担している国民です。あくまで一時的な
移行措置として導入するならば、遅くとも６月の
骨太の方針には壁の撤廃に向けた制度改革の年限
を区切りゴールを示すべきです。

また、103万円の壁の解消には民間企業による
制度見直しが必要です。３月15日に開催された
政労使会議では厚生労働大臣から労使に働きかけ
はあったものの、総理から言及はありませんでし
た。収入要件のある配偶者手当の見直しについ
て、岸田総理からの積極的な発信を求めました。

岸田総理からも、企業の配偶者手当については
働き方に中立的な制度に見直してもらいたいとの
考えであり、様々な機会を通じて総理自ら労使に
見直しを促していくことを約束しました。

社会保障制度改革の詳細について、引き続き厚
生労働委員会で質していきます。
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厚生労働委員会
（駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の
締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の 
一部を改正する法律案及び戦没者等の妻に対する
特別給付金支給法等の一部を改正する法律案）
駐留軍基地の労働課題と日ロ間の 
漁業協定を問う

330
2023年

３月31日で適用期限が切れる、駐留軍関係離
職者ならびに漁業協定の影響による漁業離職者等
への特別給付金に係る法律の改正案について、厚
生労働委員会の質問に立ちました。

駐留軍等離職者法案の関連では、米軍基地で
働く方の労災発生状況で、休業４日以上が４日
未満より多くなっている現状を指摘しました。
駐留軍等労働者は雇用主である防衛省から米軍
への派遣法のような間接雇用の形態をとってい
るため、雇用主（防衛省）としての取り組み強化
と共に、厚労省に対しても防衛省任せにするこ
となく、重度の労災を減らしていくよう積極的
な対応を求めました。

漁業離職関連では、ウクライナ情勢に端を発し
た日ロ間の漁業協定の状況と漁業者への影響につ
いて尋ねました。水産庁からは、離職に至るよう
な状況にはなっていないものの、北方四島沖での
安全操業が確保されていないことから、漁場を換

えて操業を続けている漁業者に支援をしていると
の答弁でした。

また、気候変動の影響で資源管理を余儀なく
される漁業者に対しても、本法と同じような離
職支援の枠組みの必要性や、MSC認証・エコラ
ベルの取り組みによって、結果として漁業者を
助けることになるのではと提案しました。農水
省からは今夏を目途に検討会で魚種や漁獲量の
変化と漁業者への影響について取りまとめてい
くと答弁がありました。

厚生労働委員会
（社会保障及び労働問題等に関する調査）
厚生労働大臣に薬価制度の政府対応を質す

413
2023年

厚生労働委員会の質疑に立ちました。
製薬産業では製造の一部をCMOとよばれる医

薬品製造受託機
関にアウトソー
スしています。
現在の物価高・
原材料高の影響
で、こうした受

託製造の生産コストが上昇する中、公定価格で薬
の値段は決まっているため価格転嫁が出来ず、事
業者の負担となっています。

医薬品産業では製造だけでなく産業構造そのも
のが大きく変容しているさなかで、薬の値段を決
める薬価制度がそれに追いついていません。

また、医薬品を薬局や病院などの医療機関に納
入するのにあたって、一般的な商材と同じく価格
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交渉をして実際の値段を決めるのですが、その際
に他の医療機関の値引き率をまとめて提供する
サービスがあり、これが過度な値引きに繋がって
いることを指摘しました。

こうした行為は厚労省が定める医薬品流通のガ
イドランで相応しくないとされていますが、一向
に是正される気配がないため、独占禁止法に基づ
き小売業向けに策定されている、「大規模小売業
告示」や「納入業者との取り引きにおける特定の
不公正な取引方法」の運用基準のような、より厳
しい取り組みをすべきだと提案しました。

加藤厚労大臣からは、製造受託や価格交渉の実

厚生労働委員会
（全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築 
するための健康保険法等の一部を改正する法律案）
かかりつけ医機能について質問

425
2023年

本日は「全世代対応型の持続可能な社会保障
制度を構築するための健康保険法等の一部改正
する法律案」というとても長い名前の法案の審
議で厚労委の質疑に立ちました。本法案は、健
康保険法をはじめ11本の法律をまとめて改正す
る非常に範囲の広い内容になっていますが、そ
の中でも「かかりつけ医機能」について中心に
質問をしました。

今後は慢性疾病を患っている高齢者を診ている
医療機関は、都道府県に対してかかりつけ医機能
を有していることを報告することになるのです

が、実は“かかり
つけ医”という用
語には国としての
定義がないため、
皆さんの保険証を
与っている保険者
団体が、この報告
を活用して私たち

被保険者に対して、か
かりつけ医を適切に選
択できるよう支援して
はと尋ねました。

また、だれもが病気
やケガを患う可能性が
あるなか、自分の身体を診てくれる医師や医療機
関は自身が決めるということが何より重要ですの
で、将来的には患者本人がかかりつけ医を登録す
る仕組みもありえるのではと尋ねました。

加藤大臣からは、従来から保険者機能の一部と
して被保険者に対し適正な医療提供情報を発信す
ることをしていることから、かかりつけ医機能に
ついても同様に発信することは差し支えないこ
と、また、患者自身が登録する仕組みについても
具体的な設計や課題はあるものの検討の余地があ
ると答弁しました。

法案質疑は大型連休明けも続きますので、引き
続き残余の質問をしていきたいと思います。

態など指摘の点を厚労省としても承知しているこ
とから、実態調査にしっかり努めていくこと。ま
た、その上で薬価制度や構造変化に対応した施策
を検討していく旨、前向きな答弁がありました。



7 

厚生労働委員会
（全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築する
ための健康保険法等の一部を改正する法律案）

「年収の壁」について岸田総理大臣、 
厚生労働大臣に質問

5 9
2023年

厚生労働委員会で質疑に立ちました。本日は対
総理と対政府の２回、質疑の機会を頂きましたの
で、年収の壁問題について取り上げました。

まず岸田総理に質問。全国各地の小売、飲食、
観光・宿泊産業など労働の現場でお話を伺う中
で、人員不足の声があちこちで聞かれます。この春
に賃上げしたのにかえって人手不足が加速してお
り、年収の壁を早く何とかしてほしいという切迫し
たご要望を数多くいただきました。３月27日の予
算委員会での私の質問に対する総理答弁、「①企
業の配偶者手当の見直し促進」「②106万円の壁を
越えても手取り逆転させない支援、さらなる制度の
見直し」について、具体的内容を質しました。

岸田総理は①について、配偶者の収入要件があ
る配偶者手当は働き方に中立的な制度となるよう
労使で見直しを進めて頂きたいと考えており、３
月27日以降労使双方と意見交換する中で議論し
た。今後もあらゆる機会を捉えて問題意識を説明
し見直しを促していきたいと答弁。また②の106
万円の壁について、まず支援によって具体的な現
実に対応していくことを進めながらその先に制度

の見直しを考える、支援策と制度改革の２段階
で進めていく。第１段階の支援策について具体
的な検討を厚生労働省で議論を深め早急に考え
方を整理して、できるだけ早くお示ししていき
たいと答弁しました。

支援策の財源は国民が納めた税金・保険料で
す。納得できる説明と現場の理解が不可欠であ
り、円滑に進めるために早め早めに示すことが
必要だと指摘しました。

続いて加藤厚生労働大臣に質問。これまでの質
疑で年収の壁に対する課題認識は共有してきま
したが、問題は対策のスピード感です。具体的な
提案を交えつつ、大臣の見解を質しました。

加藤大臣は、対策の中身をどうするかは今幅
広く議論しており、田村委員指摘の公平感と運
用可能性が大事なポイントと考える。就業調整
は必ずしも年末に発生するとは限らないが、そ
うした声を背景にご意見を頂いていることは
我々も受け止める。年末までに間に合うか明言
はできないが、認識は持ちながら議論を深めて
いくと答弁しました。
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厚生労働委員会
（全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築する
ための健康保険法等の一部を改正する法律案）
賛成討論（発言全文）

5 11
2023年

私は、会派を代表し、全世代対応型の持続可能
な社会保障制度を構築するための健康保険法等の
一部を改正する法律案に対し、賛成の立場から討
論を行います。

本法案には、後期高齢者に出産育児一時金の費
用の一部を負担させるなどの内容が盛り込まれて
おり、後期高齢者に新たな負担を背負わせるべき
ではないという立場の方からは度々厳しい意見が
示されました。しかし、現役世代が置かれた厳し
い経済状況を踏まえ、負担能力に応じた見直し、
低所得者、低所得の高齢者に対する配慮措置が置
かれたこと、保険の原則と現状の人口動態や経済
状況等を踏まえてやむを得ないものと受け止めて
います。

また、かかりつけ医機能の発揮に向けては、
かかりつけ医の定義がなく、国民に十分理解し
てかかりつけ医を選択して受診することにつな
がらないのではないかという懸念は残りました
が、国民、患者の視点での情報提供体制を整え
るとの答弁があり、質の向上への第一歩と受け
止めました。

本法案では、保険者機能協議会を必置し、医療
費適正化計画の記載事項の充実を行うなど、医療

費適正化の実効性を確保するための改正内容が盛
り込まれており、膨張を続ける医療費を抑制し、
医療保険制度の持続可能性を高めていくという観
点からは賛成できるものと考えております。

増加し続ける社会保障費への対応については、
薬価を抑えて何とかするという医薬品産業への過
大な負担を背負わせるという対応が何年も続けら
れてきました。しかし、本法案では、先ほど述べ
た医療費適正化の取組に加え、高齢者負担率の見
直しと薬価の抑制だけに頼るというこれまでの構
造から少しでも抜け出そうという姿勢がかいま見
え、この点からも賛成できるものと考えます。

委員会質疑で多くの委員から、全世代対応型の
持続可能な社会保障制度の構築という法案名には
そぐわない小手先の見直しで、抜本的な見直しに
至っていないとの指摘がありました。

政府においては、全ての国民が安心できる持続
可能な社会保障制度の構築に向けて、今後も不断
の制度改革を続けていくことと同時に、五年あり
きではなく、答弁であった、全世代型社会保障構
築会議を通じて長期的なビジョンを示す必要があ
るということを申し上げて、私の賛成討論とさせ
ていただきます。
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から治験までを一体で実施するとともに、科学的
知見を一手に集約し政府に対して感染症対策の政
策提言をすることを目的としています。

今日の質問では、新機構ができたとて日本全体
の臨床研究が活
性 化 し な け れ
ば、次の感染症
有事に治療薬や
ワクチンを生み
出すことが出来
ないという点を
指摘しました。

特に臨床医や

厚生労働委員会
（社会保障及び労働問題等に関する調査）
第14次労働災害防止計画に係る 
林業、運送業、医療・介護、化学等の 
対策強化を問う

516
2023年

厚労委員会は政府提出法案の審議を挟んで、厚
生労働行政に関する事項についてそれぞれの議員
が課題としている内容を厚労省に質問する、一般
質疑という機会があります。

今日は、今年の４月からこの先５カ年で取り組
む「第14次労働災害防止計画（14次防）」につ
いて集中的に質問をしました。新たな労働災害防

止計画は、その前の
13次防期間中であ
る直近５年間の労災
発生状況の傾向をも
とに取りまとめられ
ましたが、その中で

小売業をはじめとする第三次産業では、中高年女
性の転倒災害が多発しています。

10年前の12次防から小売業の労働災害が重点
事項になりましたが、件数の改善が見られないこ
とや、小売業はもとより女性の就労拡大によって
全産業・全業種で中高年女性の労災件数が増えて
いることから、厚労省に対して性差に起因する安
全衛生対策の項目を設けるべきではないかと尋ね
ました。このほか、医療・介護職や化学、トラッ
ク運送業、林業をはじめ、14次防ではこれまで
労災報告が多く継続的な取組をしている重点業種
についても、個別に計画の実況性確保や、対策の
強化について質問をしました。

厚生労働委員会
（国立健康危機管理研究機構法案及び国立健康危機管理 
研究機構法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律案）
感染症対策の新たな政府司令塔機能を質す

525
2023年

去年の臨時国会から
政府のこれまでのコロ
ナ対応の教訓を踏ま
え、昨年９月に提出し
た「対応の具体策」に
基づく３つの法案を審
議してきました。

一つは感染症法、もうひとつが政府司令塔機能の
感染症危機管理統括庁法、そして本日の厚労委で
審議をした国立健康危機管理研究機構法案です。

本法は感染研とコロナ感染症治療の最前線に
たっていた国立国際医療研究センター病院を合併
して新機構を創設し、感染症有事の際に基礎研究
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本日の厚労委員会では、まず介護職員の人材確
保について質問しました。

現在、社会保障審議会の介護保険部会では、次
期介護保険事業基本指針の策定に向けて議論が進
んでいます。にもかかわらず、部会資料のどこを見
ても現在の介護職員の実数さえ出てこないことへ
の問題認識はあるのかを質しました。また、現下の

物価高騰でコスト
が大幅に上がって
いるにもかかわら
ず、公定価格のた
め価格反映できな
いことへの対策を
求めました。

加藤大臣は、基
本指針をもとに各
自治体で人材確保
の計画を立てる際
には人材の実態や
見込みを十分考慮
する必要があり、
部会においても必
要に応じ資料提供していく。物価高騰対策の地方
交付金による支援は自治体によってばらつきがあ
るという声は承知しており、厚労省としても自治
体と連携を図ると答弁しました。

介護職員の平均賃金は全産業平均を75万円程
度下回っており、しっかりと実態に基づいた議論

研究医といった人への投資、また現在の医薬品
等の開発では複数の医療機関で、しかも国際的
に大規模な治験をすることが主流となっている
ため、機構だけで対応するのでなく、臨床研究
の中核を担う病院を多くしていくことが肝要だ
と質しました。

厚労省は大きな課題感は共有していましたが、
新機構がはたして十分な機能を果たせるか些か意
気込みが弱い答弁でした。

来週も引き続き同法の委員会質疑がありますの
で、新機構にかかり医薬品関連の質問をしていく
予定です。

厚生労働委員会
（国立健康危機管理研究機構法案及び国立
健康危機管理研究機構法の施行に伴う関係
法律の整備に関する法律案）
引き続き、政府の感染症危機
管理機構について質問

530
2023年

先週に引き続き、国立健康危機管理研究機構法
案の委員会質疑に立ちました。新機構は感染症に
関する治験ネットワークを今後構築することにな
りますが、既にある臨床研究のネットワークとの
関係がどうなるかを問いました。

大臣からは新機構の稼働までに検討するもの
の、基本的には今現在国立国際医療研究センター
病院が担っている研究や機能はすべて移管するつ
もりだと答弁がありました。

厚生労働委員会
（社会保障及び労働問題等に関する調査）
介護職員の人材確保、 
次期基本指針策定にむけ論戦戦

6 1
2023年
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新型コロナウイルス等感染症対策特別措置法の
改正案の質疑で、内閣委員会と合同の連合審査会
に臨みました。

今回の法案は、これまでの政府のコロナ対応で
司令塔機能が発揮できなかった反省から、新たに
内閣感染症危機管理統括庁を設置する内容となっ
ています。

既に昨年の臨時国会で医療提供体制については
感染症法の改正の中で議論を終えましたが、本法
も一連の将来の感染症有事に向けた政府全体の見
直しの一部になります。

その意味でも、まずは特措法と感染症法は同じ
タイミングで一体で議論すべきと質しました。ま
た、今回新たな組織が立ち上がるわけですが、厚

労省にも感染症
対応のための新
組織が出来るこ
とから、既存の
政府対策本部、
そしてこれまで
も政府行動計画
を作ってきた新
型コロナ対策推

進会議と厚労省
との二元体制で
よいと提案しま
した。

加えて、昨年
６月の政府有識
者会議とりまと
めの指摘では、
業種別ガイドラ
インの見直しがうまくいかなかった実態から、新
組織ではどのような取り組みを進めていくかを尋
ねました。

さらに、昨年末のコロナ第８波のタイミングで
解熱剤の需給がひっ迫し、政府がメーカーに対し
増産を求めていましたが、作れば作るほど赤字の
製剤だったため応じられない状況がありました。
このことから、統括庁が出来た際は、強力な司令
塔機能のもとで財政支援も含めた対応をすべきだ
と質問しました。

後藤コロナ担当大臣から明瞭な答弁は得られま
せんでしたが、新組織稼働後も真に新たな感染症
にも対応できる組織となるか厳しくチェックをし
ていきたいと思います。

をして改善に取り組むことを求めました。
続いて年収の壁について質問。働く現場では就

業調整に伴う雇用保険の資格喪失も課題となって
います。政府では週20時間未満の労働者への雇
用保険拡大を検討していますが、2028年が目途
ではあまりに遅すぎます。政府の要請を受けて賃
上げしたのに、年収の壁によって雇用保険から外

れざるを得ない現状に対し、緊急対策が必要では
ないかと訴えました。

加藤大臣は雇用保険の拡大にはまだ時間がかか
るとし、まずは年収の壁対策に取り組むこと、
20時間未満の方へのセーフティーネットとして
求職者支援制度の職業訓練などを活用して安定雇
用につなげたいと答弁しました。

内閣委員会、厚生労働委員会連合審査会
（新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法
の一部を改正する法律案）
新型コロナウイルス感染症について、
これまでの政府対応を質す

418
2023年
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消費者問題に関する特別委員会
（消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する
調査・消費者行政の基本施策）
カスタマーハラスメント、適正な価格
転嫁等について河野大臣に質問

414
2023年

消費者問題特
別委員会で質疑
に立ちました。

１点目は電気
代の値上げにつ
いて、まずカル
テルなど電力会
社の不正行為は

しっかりと検証・改善されなければなりません。
一方で消費者庁が値上げの協議にさえ応じず、規
制料金が低く抑えられたままでは、結果として他
の新電力事業者の事業継続が困難になります。健
全な競争を促すために、審査プロセスを前に進め
ることについて見解を質しました。

河野大臣は、不正事案が料金に与える影響の検
証、こうした事象の発生を許してきた仕組みや体
制をどう改めるのかをまず経済産業省で検討して
もらうことが不可欠であること、それを踏まえて
消費者庁としてもコスト構造や効率化の徹底を専
門家交えて見ていきたいと答弁しました。

２点目は価格転嫁について、私は昨年の予算委
員会で、政府がいくら事業者間で促しても、消費
者に受けいれられなければ価格転嫁は進まないの
で、消費者への働きかけが必要ではないかと質問
しました。しかし政府はあくまで「B to Bに焦
点を当てて取り組む」と答弁。ところが今年２
月、「消費者庁が消費者に価格転嫁への理解を呼
び掛ける異例の取り組みを始める」との新聞報道
があったことから、事実関係と大臣のスタンスを
確認しました。河野大臣は、企業が儲かってその
果実を従業員で分配する、それにより消費が増え

て経済が成長する、成長と分配の好循環をつなげ
ていくのが賃上げである。消費者には、値上げし
たから他の店に行こうではなく、行きつけや「推
し」の商品を大事にしてほしい、提供してくれる
従業員にも思いをはせてほしいとの認識を答弁し
ました。黒田次長は、令和４年度二次補正予算を
活用して消費者理解を促進するための準備を進め
ている旨答弁しました。

河野大臣には、消費者に接するB to C事業者
ともコミュニケを取り、実態に即した実効性ある
取り組みとなるよう求めました。

３点目はカスタマーハラスメントについて、先
月５年ぶりに変更された「消費者教育推進基本方
針」の中に、「消費者自身が加害者となってしま
う例もみられる中、消費者教育の重要性は高まっ
ている」といった文言が追加されました。追加し
た意図について、また、地方自治体では消費者教
育推進計画にカスハラの啓発を明記したところも
出てきていることから、消費者庁でもはっきりと
カスハラという言葉を消費者教育に用いてはどう
かと質問しました。

片岡総括審議官は、指摘の文言はカスハラ対策
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消費者問題特別委員会で質疑に立ちました。
まず食品ロス削減について河野大臣に質問、

フードバンクやフードドライブ、子ども食堂など
の活動を広げていくためには、食品提供者への支
援制度や免責に関する制度を整備していくことが
必要です。今後どのように検討を進めていくのか
質問しました。

河野大臣は、我が国でもやらなければいけない
と思い海外の制度を調査している。免責の議論は
民法にかかわるので、法務大臣に食品ロス削減推
進会議に入ってもらうよう本日お願いしたところ
だとの答弁、前向きな姿勢を確認しました。

続いてステルスマーケティング対策について、
３月28日に出された景品表示法第５条第３号に
もとづく告示により、広告と明らかにせずに宣伝
する「ステルスマーケティング」が違法行為に位
置付けられ、10月１日から施行されます。規制
の対象は事業者ですが、管理職など場合によって

は従業員個人の
SNS投稿など
も対象になり得
るとされていま
す。規制の趣旨
について質問し
ました。

消費者庁の真渕
審議官は、自由な
宣伝・表現活動を
不当に制約するも
のではないことを
運用基準で示して
おり、普及啓発していきたいと答弁しました。

地域に根ざす小売業にとって、従業員もまた地
域のお客さまでもあります。運用基準はかなり専
門的な表現がされていることから、より分かりや
すい言葉で周知していただくように求めました。

最後にデジタル表示の規制のあり方について、
実店舗の紙の表示などと違い、ネット上のデジタ
ル表示は変更や削除が簡単なために、消費者が不
当表示の被害を訴えても後から検証できないとい
う事態が生じています。デジタル表示に対して
は、リアルの事業者にも広くかかわる景品表示法
ではなく、デジタルに特化した新しい規制の検討
が必要ではないかと質しました。

河野大臣は、デジタルでは虚偽・誇大表示がや
りやすい、感想なのか広告なのか区別しづらいと
ころがある。生成AIの出現なども考えると、将
来的には色々考えていかなければいけない。いき
なり規制ということではなく、議論をしてコンセ
ンサスを積み上げる必要があると答弁しました。

消費者問題に関する特別委員会
（不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正
する法律案）
河野大臣にステルスマーケティング
規制の主旨を質す

428
2023年

を念頭に置いて記載したものであると答弁。河野
大臣は、累次ご指摘を頂いて、「事業者に適切に
意見を伝えることは、商品やサービスの改善を促
すことにつながり得る」と記載をしたところであ
る。関係省庁と連携してしっかり周知啓発に取り

組んでいくと答弁しました。
正当な申し出は消費者の権利です。しかし行き

過ぎて「加害者」となる消費者が出ないように、
わかりやすい言葉で周知啓発していくことを求め
ました。
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本日は参議院
本会議に会派を
代表して登壇。
デジタル規制改
革推進一括法案
について、質疑
に立ちました。

政府はデジタル臨時行政調査会において、デジ
タル活用を妨げる「アナログ規制」の見直し作業
を進め、本法案が提出されました。私たち一人ひ
とりのくらしがより便利になったり、企業の生産性
向上につながったりといった効果が期待されるこ
とから、安全面やデジタルに不慣れな方にも配慮
しつつ、私は見直しを進めていくべきと考えます。

加えて、法律事項でなくとも、実質的にデジタ
ル活用を妨げる「実質アナログ規制」と呼ぶべ
きものも多く存在します。例えば酒タバコ販売
時の年齢確認は、法律上は必ずしも対面確認を
求めていないものの、実際は無人レジ等での販
売には慎重な姿勢が取られてきました。しか
し、今年１月に業界団体とデジタル庁が協働す
る形で「デジタル技術を活用した酒類・たばこ

年齢確認ガイドライン」が公表され、解決に向
けた一定の方向性が示されました。今後、年齢
確認にデジタル技術を活用することで、無人レ
ジなどの利便性・生産性向上にとどまらず、有
人レジでも年齢確認の確実性が高まり、カスタ
マーハラスメントの抑止や青少年の健全育成な
ど幅広い波及効果が期待されます。

このように法改正以外にも政府による伴走型支
援が実効性を上げることが期待されることから、
今回の法改正をゴールとせず、引き続きデジタル
庁・デジタル臨調によるアナログ規制の見直しや
検証、伴走型支援を実施していくことについて、
河野大臣の方針を質しました。

河野大臣からも、デジタルディバイド等にも配
慮しつつ、昨年12月に公表した工程表をもとに
フォローアップ、さらに経済効果分析を進めるこ
と、経済界の要望も踏まえつつ、ガイドライン整
備への関与など必要な支援を今後も行っていくこ
となど非常に前向きな答弁がありました。

また、デジタル化が進むと電力需給ひっ迫への
対応がより重要になることから、企業に停電等を
想定したBCP策定を促すこと、ひな型等をつく
ることについて西村経済産業大臣に質問。

西村大臣は電力
安定供給への努力
とともに、デマン
ドレスポンスの推
進や電力ひっ迫を
含めたBCPの策定
を促していくと答
弁しました。

本会議
（デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進する
ためのデジタル社会形成基本法の一部を改正する法律案）
デジタル規制改革推進一括法案について
本会議登壇、質疑

6 5
2023年
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厚生労働委員会
（社会保障及び労働問題等に関する調査）
年収の壁、介護人材の処遇改善、医薬品の 
安定供給などについて

11 9
2023年

厚生労働委員会

11/ 9 （社会保障及び労働問題等に関する調査）
年収の壁、介護人材の処遇改善、医薬品の安定供給などについて

12/ 5 （大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案）
大麻由来成分を含む商品による健康被害の防止について

12/ 7 （社会保障及び労働問題等に関する調査）
カスタマーハラスメント問題について

行政監視委員会

11/13 （行政監視、行政評価及び行政に対する苦情に関する調査）
公立学校の学校給食の提供と公契約条例の関係について

消費者問題に関する特別委員会

11/17 （消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査）
フィッシング詐欺、ライドシェア、物価上昇について

法務委員会・文教科学委員会連合審査会

12/12
（特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資するための日本司法支援セン
ターの業務の特例並びに宗教法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律案）
旧統一教会による被害者の迅速・円滑な救済に向けた議員立法に対する質疑

121020 13
2023年 第212回 臨時国会

各委員会での質疑に関してのご報告
所属 ： 厚生労働委員会、議院運営委員会、消費者問題に関する特別委員会

臨時国会で最初の委員会質疑に立ちました。内
閣改造後初の厚生労働委員会質疑ということで、
武見新大臣の所信に対し姿勢を問いました。

まず年収の壁について質問。10月から拡充さ
れた助成金の活用見通しについて、10月25日の
衆議院代表質問で総理は「特定の見通しで区切ら
ず、すべての方が活用を」と定性的に答弁、武見
大臣も同様でした。本来、きちんと現場のニーズ

を把握していれば活用の見通
しくらいは答えられたはずで
す。今からでも活用進捗を
フォローアップして、今後予
定されている制度改革では現

場の実態に即した議論を行うよう求めました。
武見大臣は、EBDM（根拠に基づく意思決定）が

大切であり、入手できる限りのデータ把握に努め
ること、厚労省は利用状況を定期的にまとめて公
表することを約束しました。

続けて、就業調整で雇用保険から外れてしま
う問題について、私はこれまでも労使合意のも
と任意加入を認めるなど救済措置を提案してき
ましたが、政府は「強制適用のわが国では哲学
が異なる」として退けてきました。ところが今
回の支援パッケージは、適用拡大を進めてきた
わが国の基本スタンスに逆行する内容を含むも
のでした。たとえ哲学が異なろうとも、これま
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ら、厚労省としても法律に抵触しない製品であっ
ても、宣伝や広告のあり方に注意していくこと
や、消費者庁と連携して不適正な広告事案の
チェックに努めていく旨の答弁がありました。

この他、医療用麻薬は流通が厳しく制限されて
おり、卸や薬局で在庫不足で患者の届かないケー
スや、逆に不良在庫に陥るといった問題がありま
した。特に都道府県をまたいでの移動が禁止され
ているため、患者アクセスに課題がある点を指摘
しました。

質問では、麻向法の規則改正が一昨年行われた
ことから、こうした問題が解決したかを確認する
と同時に、規則改正後の
運用を今後も注視し、課
題が解決に至っていない
ようであれば引き続き問
題提起をしていこうと思
います。

今日は大麻取締法・
麻薬及び向精神薬取締
法改正案（麻向法）の
質問に立ちました。今
回の法改正は、欧米で
は既に治療に用いられ
ている難治性てんかん

薬に麻薬成分が含まれるため、国内で使用できな
いことから見直しを図るものです。また、今まで
麻薬の施用に刑事罰がないことから新たに創設す
る内容となっています。

私からは、人体に有害となる基準以下の麻薬成
分を含む商品について、消費者被害や健康被害が
おこらないよう、輸入業者や製造業者に対して広
告、表示の指導・監督をすべきと消費者庁、厚労
省の双方に求めました。

法律で基準を定めたとしても、消費者が不適切
な使用の仕方をすれば健康被害はおこることか

厚生労働委員会
（大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律案）
大麻由来成分を含む商品による 
健康被害の防止について

12 5
2023年

で真面目に保険料を納めてきた労働者への対応
を繰り返し求めました。

武見大臣は、恣意的な加入防止という困難を含
むが克服できるか検討すると、あいまいな答弁に
終始しました。

次に、医薬品の安定供給とイノベーションにつ
いて質問をしました。年末に向けて薬価改定の議
論が厚労省内で進んでいますが、社会保障費の自
然増分を抑制するために国の予算にキャップがか
けられることで薬価が引き下がるのであれば例年
と何らかわりませんので、財務大臣との折衝に臨
む姿勢をただしました。

また、今年は介護報酬改定の年でもあります。

既に政府は6000円程度の
賃上げ相当分の措置を検討
していますが、国全体で賃
上げを進めていくな、全産
業平均よりも低い介護従事
者の賃金水準はどこが適切なのか問いました。

武見大臣からは、全産業平均より低いままでよ
いとは考えていない。縮めていくべきだという力
強い答弁をいただきました。

いずれも歴代大臣に継続して質問している内容
ですが、政府として問題が解決しているとは言い
がたい状況です。今後も折りをみて質問を続けて
まいります。
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武見大臣から
は 、 ま ず は マ
ニュアル等を通
じて企業におけ
る対策を促すと
ともに、今年度
の調査の結果を
踏まえながら、
さらなる取り組みを継続して考えていきたいと答
弁がありました。

引き続き、現場の声を政府に訴え、粘り強く対
応を求めてまいります。

家政婦（夫）という職業がありますが、実は労
働基準法の適用除外のため労災認定がされませ
ん。介護保険の居宅サービスを提供しつつ、個別
契約で家事使用人として住み込みで働いていた女
性が長時間労働で急死した事件をきっかけに、厚
労省で法改正に向けた議論が進んでいます。

私からは法改正までの当面の間、過労死のよう
な事象が起きないよう対応を求めまし
た。家政婦の方ご自身の労働問題を周
知するのにあたって、介護事業所など
から兼業をしている人に注意を促すな
ど、そのために厚労省内でも労働基準
局と老健局とが連携して行くべきだと
質しました。

武見大臣からは、介護事業所を兼ね
ている家政婦事業所を通じた当事者の
方への注意喚起や、厚労省としても不
適切な契約状況を掴んでいることか
ら、今後とりまとめのガイドラインに
おいて周知を図っていく旨答弁があり
ました。

厚生労働委員会の質疑に立ちました。
本日はしばらくぶりの一般質疑ということで、

最初にカスタマーハラスメントを取り上げまし
た。2022年2月に政府がカスハラ対策企業マ
ニュアルを発行して以降、例えばドラッグストア
従業員やタクシー運転手らの氏名掲示義務の緩
和、自治体での条例制定や公労使検討会立ち上げ
など、各所でカスハラを防ぐためルール見直しの
動きが出てきています。それだけあらゆる場面で
カスハラが労働者にとって脅威となっていること
の現れでもありますので、厚労省としての一層の
取り組みと、今後の法制化の必要性について見解
を伺いました。

堀井雇用環境・均等局長は、今年度はカスハ
ラ対策先進企業の対応事例集の水平展開、3年ぶ
りとなる実態調査の実施、研修用動画の作成等
に取り組む予定であること。来年度は業界共通
の対応方針を策定するモデル事業を概算要求中
である旨を答弁いただきました。

厚生労働委員会
（社会保障及び労働問題等に関する調査）
カスタマーハラスメント問題について

12 7
2023年
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たと答弁がありました。
次に、公契約と最低賃金

の関係について厚労省に伺
いました。公契約条例を定
めている自治体自体がまだ
少ないなか、入札の内容に
受託者が例えば給食事業を
実施するのにあたって、賃
金の下限額まで定めている
自治体は殆どありません。一部の自治体は下限額を
定めることが最賃法に抵触するとの認識から条例制
定を留まっていることから、事実確認をしました。

厚生労働政務官からは、自治体独自の公契約条
例のなかで受託事業者が払う賃金の下限額を定め
ることは問題ないと明言をもらいました。

今後はこの答弁をもとに、給食事業以外にも公
立スポーツセンターの運営などでも、しっかりと
した賃金で受託がなされるよう、組織内自治体議
員と連携を図りながら、公契約条例の制定を広げ
ていきたいと思います。

被害防止に向けた消費者教育に取り組むべきと提
案しました。

自見大臣は、一番身近な窓口である消費生活セン
ターに数多くのフィッシングの相談が寄せられてお
り、金融トラブルの最新事例を盛り込んだ教材作成
や周知協力において連携を図ると答弁しました。

続いてライドシェア関連。これまで交通安全の

行政監視委員会
（行政監視、行政評価及び行政に対する苦情に関する調査）
公立学校の学校給食の提供と公契約
条例の関係について

1113
2023年

消費者問題に関する特別委員会
（消費者問題に関しての総合的な対策樹立に関する調査）
フィッシング詐欺、ライドシェア、 
物価上昇について

1117
2023年

行政監視委員会の質
疑に立ちました。行政
監視委になるのは初め
てです。

本日はまずは公立学
校の学校給食の提供と

公契約条例の関係について質問をしました。私の
もとには給食事業を提供している労働組合から、
自治体の入札によって結んだ契約によって、食材
費やエネルギー高、また人権費の上昇を反映でき
ずに、事業が困難になっているという声が以前か
ら届いていました。

政府は学校給食の無償化に向けた提言を進めて
いますが、無償化実現の以前に安定的、継続的な
提供そのものが危うい状況という認識を持ってい
るか確認をしました。

文科副大臣からは、今般の物価高騰などを踏ま
え給食事業者の団体などからも意見を聴取の上、
公契約後であっても労務費、食材費の上昇を踏ま
えた契約の改定をするよう、先週金曜に発信をし

消費者問題特別委員会で質疑に立ちました。本日
はフィッシング詐欺、ライドシェア、物価上昇対策
の3点について、自見・新大臣の認識を質しました。

フィッシング詐欺等による消費者被害が拡大し
ています。11月9日の財政金融委員会での堂込議
員の質問に引き続き、私は消費者保護の観点から
消費者庁に質問。金融庁と連携してフィッシング
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確保に向けて、緑ナンバー車は運行管理者、白ナ
ンバーの営業車は安全運転管理者を置いて、アル
コール検知器による酒気帯び確認などの対策が取
られてきており、ライドシェアについては慎重な
議論が求められます。消費者の安全安心を守る立
場から、自見大臣にライドシェアの議論への関与
を求めました。

自見大臣からは、一般論として、新たな運送サー
ビスのあり方検討の際には規制や保険などにより安

全や事故時の補償が確保される
べきで、消費者の安全安心が大
前提であることから、この大前提
を踏まえて議論が行われるもの
だ、との認識が示されました。

法務委員会・文教科学委員会連合審査会で旧統一
教会の被害者救済に関する法案質疑に立ちました。

昨年の臨時国会において不当寄付勧誘防止新法
が成立しました。正体隠しなどによる、悪質な寄付
勧誘を防止するための法律ですが、消費者庁の直
近までの運用状況を見ても、法律の施行前に被害を
受けられた方を救済する効果は限定的です。そこで
今回、新たに被害者の迅速かつ円滑な救済を目的と
した議員立法が提出されましたので、この法案に
よってどのような支援が図られるのか伺いました。

法案提出者からは、法テラスを通じた被害者の方
への相談支援業務を拡充し、
民事保全手続にかかわる費用
負担を猶予・免除すること、
過去に被害を受けられた方も
含めて広く支援対象とするこ

と、重大な過失があるなど
一部の場合を除いて基本的
に費用免除されるので、安
心して活用いただきたいと
の答弁がありました。

加えて、対象宗教法人
が不動産を処分する場合には１か月以上前に報
告させ、所轄庁が公表すること等により、財産
状況の透明性を高めて被害者が保全手続を円滑
に行いやすくなると答弁しました。

法案の趣旨に沿って被害者救済が迅速、円滑に
行われるには、関係機関が一丸となって被害者に
寄り添った運用を行うことが大事であり、消費者
庁と法テラスとの連携強化や、宗教法人法を所管
する文化庁も交えた継続的な議論を進めることを
求めました。

最後に、今年度に消費者
庁が「物価について考え
る」特設ページを設置した
ことを受けて、物価上昇に
対する認識を質しました。

自見大臣は、賃金と物価双方の安定的な上昇を
図っていくことが重要であり、価値やコストを適
切に価格転嫁できる環境をつくるべく、消費者の
理解増進に取り組んでいくと答弁しました。

B to Bだけでなく消費者も含めたステークホル
ダーが協働するパートナーとして連携し、バ
リューチェーンで生み出された価値が適切に評価
され、また新たな価値の創出につながる好循環の
実現に向けて、引き続き取り組んでまいります。

法務委員会・文教科学委員会連合審査会
（特定不法行為等に係る被害者の迅速かつ円滑な救済に資
するための日本司法支援センターの業務の特例並びに宗教
法人による財産の処分及び管理の特例に関する法律案）
旧統一教会による被害者の迅速・円滑な
救済に向けた議員立法に対する質疑

1212
2023年



20

公正な取引慣行の実現に向け、意見交換会を実施
UAゼンセン総合サービス部門、フード連合

2023年度 要請活動・意見交換会

賃上げの促進を目ざし 岸田総理あてに緊急要請を実施 
1802組合の署名を手渡し

取引慣行の改善で価格転嫁と適正価格の実現を
UAゼンセン総合サービス部門がフード連合と合同要請を実施

厚生労働省

公正取引委員会

2月7日夕刻、ＵＡゼンセンの松浦昭彦会長、UAゼン
セン組織内議員の川合孝典参議院議員、堂込まみこ参議
院議員とともに、厚生労働省を訪問。加藤勝信厚生労働
大臣に対し、緊急署名で集まった岸田文雄内閣総理大臣
宛の1802組合（組合員数にして約179万3846名分）の署名
用紙を手渡し、いよいよ本番を迎える加盟組合の賃上げ
交渉へ向けて、政府による環境整備を要請しました。

2月13日、適正な価格転嫁と取引慣
行の改善の実現を目的に、4省庁（公正
取引委員会、中小企業庁、農林水産省、消
費者庁）に対する要請を行いました。

2 7
2023年

2 13
2023年

国民民主党

3月2日、UAゼンセン総合サービス部門・
フード連合が、食品製造の営業職の組合員を
対象に行った「取引慣行に関する実態調査」
結果を元に、「公正な取引関係の構築に関す
る取り組み」の現状と課題について、国民民
主党で、意見交換会を実施しました。

3 2
2023年

子供達が尊い命をみずから
失わないために
岸田総理大臣に対し「自殺対策を 
推進する議員の会」が要請

4月5日、川合議員をはじめ「自殺対策を推進する
議員の会」は、岸田文雄内閣総理大臣に面会し、子
供の自殺対策強化を求める緊急要請を行いました。

4 5
2023年

農林水産省 消費者庁中小企業庁
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より一層の連携で、社会的な 
賃上げなど、雇用と生活を 
支える政策実現を

国民民主党

6月9日、UAゼンセンより、国民民主党に対し、
「2023年度UAゼンセン重点政策」にもとづく要請
を受けました。

6 9
2023年

組合員の声を政策・制度に反映させる  
厚生労働省へ要請活動

国民の命と生活を守る医薬品の安定供給確保と
イノベーションに向けた緊急申し入れ

労働安全確立、林業労働力の確保など求める
森林労連と厚生労働省へ要望

厚生労働省

厚生労働省

厚生労働省

7月7日、UAゼンセンの松浦会長、UAゼンセン
組織内議員の川合孝典参議院議員とともに厚生労
働省を訪問し、羽生田副大臣にUAゼンセンの重
点政策について要請書を手交しました。

その後の意見交換では「年収の壁」の具体的な
対応について言及。また薬価・材料制度の抜本的
な見直しを強く求めました。

６月15日、国民民主党の玉木雄一郎代表（衆
議院議員/香川２区）とともに、厚生労働省を訪
れ、「国民の命と生活を守る医薬品の安定供給確
保とイノベーションに向けた緊急申し入れ」を
加藤勝信厚生労働大臣に手渡し、意見交換を行
いました。

６月22日、羽生田厚生労働副大臣と面談し、森林・林業・
木材関連政策の推進を求める要請書を森林労連 中村委員長と
ともに手交いたしました。

意見交換では林業の現場における労働災害への対応、林業
の人材確保への政府の積極的な関与を強く求めました。

7 7
2023年

6 15
2023年

6 22
2023年
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介護従事者の人材確保に処遇改善は「最大の処方箋」 
UAゼンセンと日本介護クラフトユニオンとともに厚生労働省に要請

組合員の声を経済・産業制度に反映させる  
2023年度UAゼンセン重点制作に基づき経済産業省・中小企業庁に要請

医療従事者の処遇改善に資する診療報酬改定の実現を
厚生労働省との意見交換で訴え

人権・多様性が尊重される社会の実現を
法務省へUAゼンセン「重点政策」を要請

厚生労働省

経済産業省 中小企業庁

厚生労働省

法務省

7月28日、川合孝典参議院議員、UAゼンセン、日
本介護クラフトユニオンの染川朗会長・村上久美子
副会長とともに厚生労働省を訪問。

「2024年度介護報酬改定」に当たり、介護従事者
に関してより一層の処遇改善の実現の目ざして要請
を行いました。

本田政務官との意見交換

9月22日、「2023年度UAゼンセン重点政策」にもとづき、UA
ゼンセン製造産業部門の方々とともに、経済産業省および中小企業
庁に対する要請を行いました。

今回の要請は、UAゼンセン製造産業部門が主体となり、電力料
金の抑制や賃上げ促進税制の延長等をつうじた継続的な賃金引き上
げを実現できる環境整備の推進に加え、適正な価格転嫁の推進、革
新的な医薬品・医療機器等を創出し、良好なアクセスと安定供給を
支える制度の構築などを求めたものです。

10月13日、UAゼンセンは法務省に対する要請を行いま
した。その後、法務省の出席者と意見交換を行いました。

8月29日、参議院議員会館にて、UAゼンセン総合サー
ビス部門・医療部会の古川政信部会長（社会保険病院労働組
合委員長）らが厚生労働省の担当者との意見交換があり、
その後合流。「医療従事者の声を診療報酬改定をはじめ、
政策・制度の実現に反映させてほしい」と求められ、「今
後も皆さんと連携し、要請や国会質疑をはじめ、政策実現
に取り組んでいきたい」と応じました。

728
2023年

922
2023年

829
2023年

10 13
2023年
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参議院議員  田村 まみ事務所
〒100-8962
東京都千代田区永田町2‒1‒1
参議院議員会館910号室
TEL:03‒6550‒0910  FAX:03‒6551‒0910

日々の活動をご報告中!!
田村まみ@応縁団
お友だち大募集!!

介護従事者の処遇改善を
過去最多62万筆越えの署名
を提出! 厚生労働省へ要請

2024年度診療補修改定
で医療従事者の処遇
改善の実現を

雇用と生活を守るために、
働く者の声を税制に反映
させる

労務費の適切な転嫁の
ための価格交渉に関する
指針について

厚生労働省

厚生労働省

国民民主党

内閣官房 公正取引委員会

2023年10月18日、川合孝典参議院議員、
UAゼンセン、日本介護クラフトユニオン染川
朗会長・村上久美子副会長とともに、厚生労働
省を訪問。宮崎政久副大臣に署名簿を提出し、
介護従事者の処遇改善等を求めました。

2023年11月14日、UAゼンセンは医療従事
者の処遇改善を求める「診療報酬改定へ向けた
署名」128,550筆を携え、厚生労働省を訪問。
対応した濵地雅一副大臣に、署名簿を手交する
とともに診療報酬改定において医療従事者の処
遇改善を実現することを求めました。

2023年11月6日、UAゼンセン古川大書記長
から、国民民主党の政務調査会長を務める大塚
耕平参議院議員に「令和6年度税制改正」を見
据えた要望書を手交。その後の意見交換に、川
合孝典参議院議員とともに出席しました。

2023年12月11日、政府が「労務費の適切
な転嫁のための価格交渉に関する指針」を公表
したことを受け、UAゼンセンの方々ととも
に、内閣官房及び公正取引委員会と本指針の内
容について確認し、意見交換を実施しました。

1018
2023年

1114
2023年

11 6
2023年

1211
2023年

2023年 政策活動総括号




